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〔研究ノート〕

【要旨】
　日本において学校給食は、第二次世界大戦後に全国的に拡大した。学校給食の当初の主
な目的は児童生徒の栄養改善であったが、2000年代以降は教育的意義がより重要視され
るようになり、地産地消や食育の推進という視点も重要になっている。さらに近年では、
有機栽培された農産物を学校給食に利用する取り組みが注目されている。
　本稿では、日本における学校給食の展開について整理するとともに、大分県臼杵市を事
例として、地場産農産物を利用した学校給食の現状と課題を考察した。学校給食における
地場産農産物の利用は、地産地消や食育の推進に資するだけではなく、有機農業をはじめ
とする環境保全型農業の推進にも資するといったように公益性の高い取り組みであること
を念頭に置いて、供給体制の整備等を行っていくことが必要であると考えられる。

１．背景と課題
　日本において学校給食は、第二次世界大戦後に全国的に取り組みが拡大した。食糧不足
が深刻な問題となっていた時代には、学校給食の主な目的は児童生徒の栄養改善であった
が、近年では学校給食が持つ教育的意義がより重要視されるようになっており、社会情勢
を反映してその位置づけが変容してきた。学校給食における地場産農産物の利用は、地産
地消や食育の推進といった視点から、特に2000年代以降、積極的に取り組みの推進が図
られてきた。さらに近年では、有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進が農政の重
要課題として改めて位置づけられており、そういった農業生産の推進手段のひとつとして
も学校給食における地場産農産物の利用が注目されている。
　本稿の研究課題は、学校給食における地場産農産物の利用を推進するとともに有機農業
をはじめとする環境保全型農業の推進にも力を入れている大分県臼杵市を事例として１、
学校給食における地場産農産物の利用の現状と課題を明らかにすることである。
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１ たとえば、谷口（2022）や吉野（2022）において臼杵市が先進地として紹介されている。また、臼杵
市は、みどりの食料システム戦略の一環として農林水産省が実施している「オーガニックビレッジ」事
業の取組自治体にもなっている。
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　そこで本稿では、まず日本における学校給食の展開や学校給食において地場産農産物の
利用が推進されるようになった背景について簡潔に整理したうえで、具体的な事例として
臼杵市の取り組みについて検討する。研究の方法は、関係資料の収集および2022年10月
～12月に実施した臼杵市の関係者への聞き取り調査によるものである。なお、本稿の事例
において地場産農産物とは市内産農産物として捉える。

２．学校給食における地場産農産物の利用
（１）学校給食の展開
　日本において学校給食の嚆矢となる取り組みは明治期に開始され、第二次世界大戦以前
には貧困児童の救済等を目的として実施された（内藤、2010、14頁）。1946年12月には、
戦後の新しい学校給食の方針として、文部・厚生・農林三省次官通達「学校給食実施の普
及奨励について」が発せられた。さらに1954年６月には、学校給食の基本的な枠組みを
規定した法律である「学校給食法」（昭和29年法律第160号）が公布された。本稿ではこ
れ以上詳述しないが、戦後、様々な制度・組織が整備されて学校給食の取り組みが全国的
に拡大した。また、学校給食の取り組みが拡大される一方で、1985年１月に、文部省（当
時）が「学校給食業務の運営の合理化について」（文部省体育局長通知）２を発出している
ように、1980年代以降、学校給食業務の運営の合理化も進められている。
　2000年代以降は、学校給食が有する教育的意義がより重要視されるようになっており、
2005年４月には、「栄養教諭制度」が施行されるとともに、同年６月には、食育の推進に
関する基本的な枠組みを規定した法律である「食育基本法」（平成17年法律第63号）が公
布された。さらに2008年１月には、中央教育審議会が学校給食の目的について従来の「栄
養改善」から「食育」への転換を目指すように答申した（内藤、2010、17頁）。この答申
のなかでは、「学校給食が持つ食育推進上の教育的意義をさらに明確にすること」等が提
言された３。この答申を受けて、2008年６月には学校給食法が大幅に改正され４、学校給
食が教育の一環として実施されることが明確になった。このように現在では、学校給食に
おける食育の推進が求められている。しかしながら、一方では学校給食業務の運営を合理
化していくことも求められており、矛盾するようなふたつのことが同時に求められている
という指摘もある（富田・保木本、2021）。

（２）学校給食における地場産農産物の利用の展開
　2005年６月に公布された食育基本法に基づいて2006年3月に策定された「食育推進基本
計画」においては、食育の推進に当たっての目標値のひとつとして、「学校給食における

２ この通知には「地域の実状等に応じ、パートタイム職員の活用、共同調理場方式、民間委託等の方法
により、人件費等の経常経費の適正化を図る必要がある」と記されている。
３ 中央教育審議会「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を
進めるための方策について」（答申）。
４ 2006年12月には「教育基本法」（昭和22年法律第25号）が改正され、2007年６月には「学校教育法」
（昭和22年法律第26号）が改正されており、学校給食法の改正は、教育改革と食育推進というふたつの
大きな流れを受けて行われたものである（小野、2009、７頁）。食育に関する制度の変遷に関しては小野
（2009）が詳しい。
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地場産物を使用する割合の増加」が設定され、2004年度に全国平均で21％となっている
都道府県単位での地場産物を使用する割合（食材数ベース）を2010年度までに30％以上
とすることが目標とされた。しかしながら、この目標は未達成となったため、第２次
（2011年度～2015年度）および第３次（2016年度～2020年度）食育推進基本計画におい
ても引き続き同様の目標が設定されたが、2019年度において26.0％にとどまっている５。
　2021年３月に策定された第４次食育推進基本計画においては、食育の推進に当たって
の目標のひとつとして「学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす」ことが設
定されている。このなかでは、都道府県単位での地場産物を使用する割合について、算出
方法を食材数ベースから金額ベースに見直したうえで、その割合を2019年度から維持・
向上した都道府県の割合を90％以上とすることが目標のひとつとして設定されている。
　学校給食における地場産農産物の利用には、教育的意義のみならず、食材の輸送距離の
縮減によって環境負荷の低減に寄与するといった様々な意義がある。しかしながら、第１
次食育推進基本計画に掲げられた目標が未達成の状態が続いたことが示すように、取り組
みの推進には困難があるといえる。学校給食における地場産農産物の利用を推進する際に
は様々な課題が存在するが、そのなかでも、流通をいかに行うかという点が重要になると
考えられる。地産地消の取り組みに関して野見山（2005、150頁）は、「①市場圏が狭い
ため生産量と消費量が限られ需給調整が困難であること、②取引可能な品目数が限られる
ため品揃えが困難であること、③周年的な取引が難しいこと、④気象変動によって出荷量
が大きく変動し、価格も乱高下しやすいことなどの流通上の問題点がある」ことを指摘し
ている。学校給食における地場産農産物の利用に関して、流通に着目した研究は数多く存
在するが、たとえば、山田（2014）は、生産者や学校調理場以外の組織（中間組織６）に
よる流通代行に着目して研究を行っている。地域内の農業生産の現場から学校給食の調理
場まで農産物を供給する際に中間組織が果たす役割は大きいと考えられる。

（３）有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進と学校給食との連携
　日本では、1970年代から有機農業運動が巻き起こり、有機農業の取り組みが広がり始
めた。1992年６月に農林水産省が公表した「新しい食料・農業・農村政策の方向」（新政
策）においては、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和に留意しつつ、土
づくり等を通じて化学肥料・農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農
業」が環境保全型農業と位置づけられ、その推進が図られることになった。
　2021年５月には、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を公表し、農林水産業
のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬・化学肥料の低減、有機農業の取組面積の拡
大７等、持続可能な食料システムの構築が目指されている。そのようななかで、2021年６
月に、日本有機農業学会がオンライン方式で公開シンポジウム「今なぜ、有機学校給食な

５ 文部科学省「令和元年度学校給食栄養報告」。
６ 中間組織とは、「生産者と学校調理場との間に関係する組織で、中間組織には市町村等の地方自治体と
同関連法人、JAと同関連会社、およびその他企業等が考えられる」（山田、2014、48頁）とされている。
７ 2050年までに耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％に拡大することが目標として設定さ
れている。
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のか：国内外の事例から考える」を開催するなど、有機学校給食が注目されている。ま
た、農林水産省は、みどりの食料システム戦略の一環として「オーガニックビレッジ」事
業を実施しており、このなかには学校給食における有機農産物の利用が位置づけられてい
る。現在では、地産地消や食育の推進という視点のみならず、有機農業をはじめとする環
境保全型農業の推進という視点からも学校給食との連携が注目されているといえる。

３．大分県臼杵市の概要
（１）臼杵市農業の概要
　臼杵市８は大分県の東南部に位置しており、2022年11月１日現在の人口は34,596人で世
帯数は14,468世帯となっている９。瀬戸内海型と南海型が混在している温暖多雨な気象で
あり、温暖な気象条件から野菜、果樹などの露地・施設栽培が展開されている（臼杵市、
2022、３頁）。主要な農産物は、葉たばこ、夏秋ピーマン、カボス、ニラ、イチゴ、甘藷、
トマト等であり、総農家数は1,507戸（販売農家：782戸、自給的農家：725戸）10となって
いる。総土地面積は29,120ha（うち林野面積は20,639haで林野率70.9％）であり、経営耕
地面積は1,226ha（田：695ha、畑：431ha、樹園地：101ha）となっている11。主要農産物
の部門別産出額の推移は表１の通りであり、野菜の産出額が最も大きい。

表１　臼杵市における主要農産物の部門別産出額の推移

部門 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
米 67 68 77 76 83 66 64
いも類 66 63 61 60 63 50 60
野菜 167 179 185 160 167 149 166
果実 41 39 41 34 35 37 44
工芸農作物 68 68 66 76 63 54 46
肉用牛 6 6 7 7 8 8 5
豚 49 49 48 52 46 37 46
鶏 77 82 77 81 77 83 69

出所）各年度の農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」から著者作成。

（単位：1,000万円）

（２）臼杵市における環境保全型農業の推進の取り組み
　臼杵市では、「有機の里づくり12」が目指されており、2000年代以降、有機農業をはじ

８ 現在の臼杵市は、2005年１月１日に旧臼杵市と旧野津町の１市１町が合併して誕生した。
９ 大分県HP「大分県の人口推計結果【月報】令和４年10月分」、https://www.pref.oita.jp/uploaded/
attachment/2166912.pdf、2022年12月12日最終閲覧。
10 農林水産省「2020年農林業センサス」。
11 農林水産省「2020年農林業センサス」。
12 「『土づくりセンター』で製造する『うすき夢堆肥』等の堆肥を基とした有機農業の推進、水源涵養機
能を高めるための持続可能な森づくりの推進、臼杵の地魚『海のほんまもん』漁業の推進を軸に、そこ
に循環する『水資源』を豊にするため、そして地域内で連携した循環型社会の構築を目指し『有機の里
づくり』を進めています」（臼杵市、2022、60頁）とされている。
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めとする環境保全型農業の推進が図られてきた。2002年８月には「臼杵市環境保全型農
林振興公社」が設立された。さらに2005年５月に「ほんまもんの里・うすき」農業推進
協議会が設置され、2007年４月には「臼杵市ほんまもんの里農業推進センター」が設置
された。そして2010年には「臼杵市土づくりセンター」が開設されるとともに、臼杵市
役所農林振興課内に有機農業推進室が設置され、有機農業の取組推進体制が強化された。
臼杵市土づくりセンターにおいては「うすき夢堆肥13」が製造・販売されている。
　臼杵市は、2010年３月に「ほんまもんの里みんなでつくる臼杵市食と農業基本条例」
（以下、「基本条例」とする）を制定している。基本条例においては６つの基本理念が定
められており、そのなかには「自然環境と調和した有機農業の促進が図られなければなら
ない」、「食の安全、農業の発展、環境負荷の低減等の観点から、地産地消の促進が図ら
れなければならない」ことが定められている。
　2012年６月には基本条例に基づき、2012年度を初年度として2021年度を目標とした「ほ
んまもんの里みんなでつくる臼杵市食と農業基本計画」が策定された。そして、2022年
４月には、2031年度を最終目標年度（基本計画）とする「第２次ほんまもんの里みんな
でつくる臼杵市食と農業基本計画」（以下、「第２次基本計画」とする）が策定された。第
２次基本計画では、①安全・安心な食料の供給、②持続可能な農業の振興、③活力ある農
業の振興、④環境に配慮した農業の推進、が基本目標として設定されている。
　臼杵市では、2011年度に市独自の認証制度である「ほんまもん農産物認証制度」が開
始された。ほんまもん農産物認証制度とは、うすき夢堆肥等の完熟堆肥で土づくりを行っ
て、化学肥料・化学合成農薬の使用を避けて栽培された農産物の生産圃場を有機JAS登録
認証機関の協力のもとに審査を行い、臼杵市長が認証を行うという制度である（臼杵市、
2022）。現在、ほんまもん農産物認証制度によって認証された「ほんまもん農産物」には、
金色の「ほ」のシールが貼られて販売されている。第２次基本計画においては、「ほんま
もん農産物」に関して表２の通り目標値が設定されている。

表２　第２次基本計画における「ほんまもん農産物」に関する目標値

指　標　名 単位
2020年度 2022年度 2026年度
基準値 目標値 目標値

「ほんまもん農産物」認証農家戸数 戸 63 60 70
学校給食での「ほんまもん農産物」の使用割合 ％ 12.5 15.0 25.0
「ほんまもん農産物」と有機農産物の利用店舗数 店 41 45 60
「ほんまもん農産物」および有機農産物栽培圃場面積 ha 80.8 90.0 100.0
「ほんまもん農産物」担い手育成・確保 人 3 4 10

出所）「施策の進捗を図る指標（ものさし）」（臼杵市、2022、10頁）を一部改変。

13 「草木類を主原料に『草木類８割、豚ぷん２割』という比率で約６ヶ月発酵・熟成させた自然の土に
近い堆肥」（臼杵市、2022、56頁）である。
14 臼杵市役所HP、https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2016060300026/、2022年12月12日最終閲覧。

　さらに2016年度からは地域おこし協力隊において有機農業隊員の採用が開始されてお
り、2022年10月３日現在、５名の有機農業隊員が活動している14。有機農業隊員の活動内
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容は、「主要作物の周年栽培の研究・実証」、「情報発信などによるブランド推進」、「販路
拡大」等となっている。地域おこし協力隊の任期満了後に臼杵市内で就農した有機農業隊
員も複数存在している。第２次基本計画では、任期満了後の就農に際して「圃場の確保や
安定的な販売先の確保などが課題」となっていることが記されている（臼杵市、2022、
12頁）。なお、2022年12月１日現在、臼杵市における有機JAS認証取得者は、生産法人７
社、個人４名となっている15。
　以上のように臼杵市は、長年にわたって、有機農業をはじめとする環境保全型農業の推
進に市をあげて取り組んできた特徴的な自治体であるといえる。

４．臼杵市の学校給食における地場産農産物の利用状況
（１）取り組みの概要
　臼杵市には、臼杵市臼杵学校給食センター（以下、「臼杵給食センター」とする）と臼
杵市野津学校給食センター（以下、「野津給食センター」とする）のふたつの学校給食調
理場がある。2021年５月１日現在の臼杵給食センターの供給対象（完全給食）は、公立
小学校10校（1,385名）、公立中学校５校（894名）、野津給食センターの供給対象（完全給
食）は、公立小学校３校（268名）、公立幼稚園１園（６名）となっている16。2021年度に
学校給食に利用された臼杵市産野菜の品目は表３の通りである。

表３　2021年度の学校給食における臼杵市産野菜の利用品目

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

臼杵給食
センター

キャベツ・
大根・キュ
ウリ・玉ネ
ギ・干し椎
茸

玉ネギ、大
根、キュウ
リ、ジャガ
イモ、ニン
ニク、干し
椎茸

ジャガイ
モ、キャベ
ツ、キュウ
リ、玉ネギ、
ナス、ショ
ウガ、ピー
マン、赤パ
プリカ、黄
パプリカ、
カボチャ、
トマト、干
し椎茸

ピーマン、
ナス、赤パ
プリカ、黄
パプリカ、
カボチャ、
メロン、干
し椎茸

カボチャ、
キュウリ、
ナス、ニン
ジン、ピー
マン、ニラ、
干し椎茸

カボチャ、
サツマイ
モ、ナス、
ピーマン、
ニラ、ニン
ニク、赤パ
プリカ、黄
パプリカ、
ブドウ

サツマイ
モ、サトイ
モ、大根、
ナス、ショ
ウガ、カボ
チャ、ニラ、
白ネギ、
ピーマン、
干し椎茸

サツマイ
モ、生姜、
葉ネギ、里
芋、大根、
キャベツ、
白菜、ニラ、
ニンジン、
白ネギ、干
し椎茸

大根、白菜、
サツマイ
モ、タケノ
コ芋、サト
イモ、ニン
ジン、ピー
マン、干し
椎茸

カブ、ニン
ジン、大根、
白菜、キュ
ウリ、キャ
ベツ、ショ
ウガ、ジャ
ガイモ、白
ネギ、甘ネ
ギ、サツマ
イモ、ミカ
ン、干し椎
茸

キャベツ、
キュウリ、
白菜、ニン
ジン、大根、
カブ、白ネ
ギ、ショウ
ガ、甘ネギ、
干し椎茸

キャベツ、
大根、ニン
ジン、キュ
ウリ、ショ
ウガ、葉ネ
ギ、白菜、
サツマイ
モ、干し椎
茸

野津給食
センター

ショウガ・
タケノコ・
イチゴ・サ
ツマイモ・
ニラ・干し
椎茸

大根、ショ
ウガ、ニラ、
玉ネギ、干
し椎茸、茶
葉

ズッキー
ニ、ピーマ
ン、赤ピー
マン、黄
ピーマン、
ミニトマ
ト、ショウ
ガ、ニンジ
ン、玉ネギ、
トマト、ニ
ラ、干し椎
茸

ピーマン、
ナス、スイ
カ、メロン、
トマト、ニ
ンニク、カ
ボチャ、ニ
ンジン、葉
ネギ、オク
ラ、ニラ、
トウモロコ
シ、干し椎
茸

キュウリ、
ニンニク、
赤パプリ
カ、黄パプ
リカ、ピー
マン、ナス、
カボチャ、
ニラ、干し
椎茸、ブド
ウ

キュウリ、
葉ネギ、ニ
ラ、ニンニ
ク、カボ
チャ、梨、
ナス、赤パ
プリカ、黄
パプリカ、
ピーマン、
白ネギ、カ
ボス、オク
ラ、干し椎
茸、シャイ
ンマスカッ
ト

ピーマン、
ニラ、サツ
マイモ、カ
ボチャ、葉
ネギ、里芋、
干し椎茸

ニンジン、
大根、里芋、
サツマイ
モ、ニラ、
白ネギ、白
菜、葉ネギ、
干し椎茸、
煎茶

ビーツ、白
菜、白ネギ、
サツマイ
モ、大根、
里芋、ニン
ジン、生姜、
カボチャ、
葉ネギ、ラ
ディッ
シュ、干し
椎茸

ニンジン、
葉ネギ、サ
ツマイモ、
大根、白ネ
ギ、生姜、
白菜、キャ
ベツ、ニラ、
干し椎茸

ニンジン、
ニラ、白ネ
ギ、カボ
チャ、ショ
ウガ、大根、
葉ネギ、サ
ツマイモ、
白菜、干し
椎茸

ニンジン、
葉ネギ、
ショウガ、
ニラ、サツ
マイモ、干
し椎茸

出所）臼杵市役所ＨＰより筆者作成。

15 臼杵市役所からの聞き取りによる。
16 大分県教育委員会HP「大分県学校給食の現状（令和３年度）」、https://www.pref.oita.jp/uploaded/
attachment/2136569.pdf、2022年12月12日最終閲覧。
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　旧臼杵市では、2000年から「給食畑の野菜」という制度によって学校給食への地場産
農産物の供給が開始され、2005年の旧野津町との合併後は臼杵市全体で取り組みが行わ
れている。以下では、「給食畑の野菜」の取り組みの経過に関して渡辺（2005）に依拠し
て概観する。
　学校給食で地場産農産物を利用するきっかけとなったのは、旧臼杵市が2000年に各学
校の調理場で給食を調理する自校方式から給食センター方式に移行するにあたって、1998
年に検討が開始されたことである。当時、JA大分のぞみから、給食センターで使用する
野菜の一部を供給したいとの要望書が提出されており、地域の生産者からの働きかけが取
り組みのきっかけになったといえる。そして、JA大分のぞみ、臼杵市、給食調理員、給
食センター準備室などの関係者が協議を重ねた結果、2000年７月に農家出荷者協議会「の
ぞみ市場」会員のなかから、給食センターに野菜を出荷する有志20名で「給食畑の野菜」
出荷組合が設立された。その趣旨は以下の通りまとめられている。

学校給食で使用する農産物を、地元で取れた新鮮かつ安全なものを使用することによ
り、生徒たちへの農業への理解、地元への愛着を養うとともに、健全な育成を目指
す。また、農家への有機農産物生産への意識の向上を図り、給食をはじめ直販所等へ
の有機農産物の供給の広がりを目的とする（渡辺、2005、32～33頁）。

　「給食畑の野菜」は必ずしも有機栽培された農産物に限ったものではないが、取り組み
の当初から有機栽培の推進が意識されていたことが分かる。そして2000年９月には臼杵
給食センターが稼働を開始し、「給食畑の野菜」の出荷が開始された。
　さらに2011年度からほんまもん農産物認証制度が開始されたことをうけて、2012年度
からは学校給食において「ほんまもん農産物」を使用する取り組みが開始された。また、
第2次基本計画においては、「学校給食オーガニックプロジェクト17」の推進が具体的な取
り組みのひとつとして位置づけられている（臼杵市、2022、11頁）。
　なお、2021年度に学校給食で使用された野菜総量のうち、臼杵市産の野菜総量は36.1％
となっており、そのうち「ほんまもん農産物」は11.4％、「給食畑の野菜（ほんまもん農
産物を除く）」は23.1％となっている18。

（２）臼杵市の学校給食における地場産農産物の利用の現状と課題19

　本項では、臼杵市の学校給食における地場産農産物の利用の現状と課題について、特に

17 「学校給食に有機栽培された農産物を提供するプロジェクト」（臼杵市、2022、57頁）である。
18 臼杵市役所資料による。なお、臼杵市産の野菜総量には「その他臼杵市産」の野菜も含まれるため、
「ほんまもん農産物」と「給食畑の野菜（ほんまもん農産物を除く）」の合計と総量は一致しない。
19 本項の内容は、2022年10月～12月に実施した調査の結果に基づく。調査では、オンライン会議システ
ムであるzoomを利用して、臼杵市役所農林振興課有機農業推進室の担当職員および地域おこし協力隊の
有機農業隊員（Ａ氏）に対してインタビューを実施した（2022年10月６日）。また、zoomを利用してほ
んまもん農産物の生産者にインタビューを実施するとともに（2022年10月17日）、対面でもインタビュー
を実施した（2022年10月28日）。そのほか、電子メールや電話によっても情報収集を行った。本稿では、
臼杵市役所農林振興課有機農業推進室の担当職員および地域おこし協力隊の有機農業隊員（Ａ氏）から
聞き取った内容を主に使用する。
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野菜（「給食畑の野菜」、「ほんまもん農産物」）に注目して記述する。調査の結果、臼杵
市の学校給食に利用される地場産農産物の流通を担う主体は「給食畑の野菜」と「ほんま
もん農産物」で異なっていることが明らかになった。
　まず、「給食畑の野菜」については、地域に存在するＡコープが流通において大きな役
割を果たしている。流通の基本的な流れは、給食センターがＡコープに発注書を送付し、
Ａコープが「給食畑の野菜」の生産者にいつ・どのくらいの量が必要かを連絡して、個々
の生産者がＡコープに農産物を持ってくるというものである。
　次に、「ほんまもん農産物」については、給食センターからの発注を受けて、生産者へ
の連絡・調整を行ったりすることを含めた事務作業や、生産者を回って農産物を集荷し給
食センターに運ぶといった集出荷作業を「ほんまもんの里・うすき」農業推進協議会が
担っている。2022年度からは地域おこし協力隊の有機農業隊員であるA氏が集出荷作業を
主に担っており、現在では大きな役割を果たしている。
　学校給食における地場産農産物の利用に関して、関係者に聞き取りを行ったところ、大
きく分けて以下の３点の課題があげられた。
　まず１点目は、学校給食に利用される農産物の規格についてである。給食センターで
は、調理機械を使用して給食の調理を行うため、調理機械の使用において支障の出ない農
産物が求められている。そのため、規格に合った大きさや形の農産物を供給する必要があ
り、大きさや形のそろった農産物を安定的に供給することが課題となっている。
　２点目は、事務作業や集出荷作業を行う体制についてである。「給食畑の野菜」につい
ては、Ａコープが事務作業等を担っており、20年以上にわたって安定的に取り組みが行わ
れている。一方、「ほんまもん農産物」については、「ほんまもんの里・うすき」農業推
進協議会が事務作業や集出荷作業を担っており、現在では特に地域おこし協力隊の有機農
業隊員であるＡ氏が大きな役割を果たしている。今後は、地域おこし協力隊の任期満了後
にＡ氏の後継となる人材の育成もしくは、事務作業や集出荷作業を担う体制を充実させる
ことが課題となっている。
　３点目は、野菜の生産においては天候の影響が大きいことである。給食センターに出荷
する農産物の品目や量は事前に調整が行われているが、天候の影響等によって直前になっ
て出荷できないという場合もあるため、安定した供給を実現することが必要である。現
在、臼杵市では農産物の保冷・保存に関する試験事業が実施されており、将来的には地場
産農産物を長期保存できる体制を整備することが目指されている。
　Ａ氏によると、「ほんまもん農産物」の生産者は少量多品目の経営形態をとっているこ
とが多いため、学校給食への供給のように一定量の農産物を確保することが必要になる場
合には量をそろえることが難しいことも多いという。
　また、有機農業隊員として自身も農業生産を行っているＡ氏は、学校給食の取り組みは
新規就農者にとって「いい取り組み」だと考えている。売り先の確保が課題となる新規就
農者にとって、学校給食を安定的な売り先にすることができれば利点がある。また現在
は、「ほんまもんの里・うすき」農業推進協議会が事務作業や集出荷作業を担っており、
急なキャンセルといったことも含めて農産物の確保においては、生産者との関係性のなか
で「ある程度は柔軟」に対応ができているという。一方で、「対民間」の契約においては
簡単にはキャンセルができないことも想定されるため、そういった意味においても新規就
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農者にとって学校給食への供給は「練習になる機会」にもなっているとＡ氏は考えている。

５．考察とまとめ
　臼杵市の学校給食における地場産農産物の利用に関しては、①規格に合った農産物の安
定供給、②「ほんまもん農産物」の供給体制の充実、③天候の影響を受けない安定供給、
といった課題があげられた。地場産農産物の安定供給をいかに実現するのかという点に関
しては、地産地消の取り組みが抱える課題（野見山、2005）と共通している部分も多い
といえるだろう。「給食畑の野菜」に関しては、Ａコープが中間組織として大きな役割を
果たしており、20年以上にわたって継続されている安定した取り組みになっている。他方
で、「ほんまもん農産物」については、2022年度から地域おこし協力隊の有機農業隊員が
集出荷作業を担うようになるなど、供給体制の充実が模索されている。以下では、「ほん
まもん農産物」の取り組みにおいて特に重要と考えられる点について考察する。
　「ほんまもん農産物」においては、理念的側面や経営的側面から、少量多品目の経営形
態をとっている生産者も存在している。学校給食への安定的な供給を実現するためには、
少量多品目の経営形態を前提としつつ、複数の生産者が共同して農産物の量を確保すると
いった取り組みを検討することも必要になると考えられる。たとえば、生産者のグループ
を組織化することも考えられるが、その際には、現在、地域おこし協力隊の活動の一環と
して行われている学校給食への供給に係る業務をどのような主体がいかに負担していくの
かという点が課題になるだろう。山田・松宮（2018）は、学校給食における地場産農産
物の供給において、地域おこし協力隊等の外部人材の支援をとりいれた「協働システ
ム20」の形成が重要になることを指摘しており、「協働システム」という視点から関係者
の連携体制を構築することも考えられる。
　また、学校給食における地場産農産物の利用は、有機栽培を行う新規就農者にとって有
益な取り組みになり得ることが示唆された。慣行栽培を行う新規就農者は、JA共販によ
る系統出荷といった販路の確保が可能であるが、有機栽培を行う新規就農者はそういった
販路の確保が難しく、独自の販路を構築しなければならないことが指摘されている（小
口、2018、224頁）。安定的な売り先のひとつとして学校給食を位置づけることができれ
ば、有機栽培を行う新規就農者にとって利点になると考えられる。しかしながら、規格の
制約があることや安定供給が求められるといった課題もあるため、新規就農者の技術水準
によっては、それらの点がハードルになることも考えられる。そのため、前述のように生
産者のグループを組織化してメンバー間での調整を可能にするといった取り組みや技術水
準の向上を目指す取り組みを併せて検討していくことが必要になると考えられる。
　第２節で概観した通り、学校給食の位置づけは社会情勢を反映して変容するとともに、
1980年代以降、学校給食業務の運営は合理化の波にさらされてきた。現在の学校給食は、
地産地消や食育の推進のみならず、有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進にも資
することが期待されており、合理化の推進との両立がより困難な状況になっていると考え

20 ここで「協働システム」とは、地域における異なった社会的組織や人が合意し形成するものであり、
高齢化や人口減少が進むなかでは、地域おこし協力隊等の外部人材の支援を取り入れていくことが重要
になると指摘されている（山田・松宮、2018）。
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られる。学校給食における地場産農産物の利用を推進する際には、地産地消や食育の推進
に資するというだけではなく、新規就農者の支援という側面も含めて有機農業をはじめと
する環境保全型農業の推進にも資するといった、公益性の高い取り組みであることを念頭
に置いて検討を進めていくことが必要である。臼杵市の事例においては、自校方式から給
食センター方式への転換という合理化の推進のなかで、地場産農産物の利用が開始された
ことが注目される。さらに「ほんまもん農産物」の利用も推進されている。様々な課題が
存在するものの、国の政策に先駆けて取り組みの推進を図ってきた臼杵市の事例は、他の
地域における取り組みにとっても参考になるだろう。
　臼杵市においては、長年にわたって、学校給食における地場産農産物の利用や有機農業
をはじめとする環境保全型農業の取り組みが積極的に推進されてきた。今後は、「オーガ
ニックビレッジ」事業の推進等によってさらに取り組みが深化していくものと考えられ
る。本稿では、取り組みの現状と課題を概観するにとどまったため、継続的に状況を把握
し、課題や展望を検討していくことが必要になると考えられる。
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